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千葉市放置自転車等の移動、保管、返還等事務処理要綱 

 

 

(趣旨) 

第 1条 この要綱は、千葉市自転車等の放置防止に関する条例(昭和 58年千葉市条例第 9

号。以下「条例」という。)及び千葉市自転車等の放置防止に関する条例施行規則(昭和

58年千葉市規則第62号。以下「規則」という。)に定める自転車等の移動、保管、返還等

の事務処理について、必要な事項を定めるものとする。 

 

(作業計画書の作成等) 

第 2 条 建設局道路部自転車政策課長(以下｢自転車政策課長｣という。)は、自転車等の移

動及び保管を行うため、毎月の作業計画書を当該月の前月の 20 日までに作成するもの

とする。 

2 自転車政策課長は、作業計画書を作成したときは、速やかに区役所地域振興課長及び

関係機関へ通知するものとする 

3 自転車政策課長は、必要があると認めるときは、作業計画書を変更することができる。 

4 自転車政策課長は、作業計画書を変更したときは、速やかに区役所地域振興課長及び

関係機関へ通知するものとする。 

 

(警告札の取り付け等) 

第 3 条 条例第 11条第 1項の指導は、警告札(様式第１号)を放置されている自転車等に取

り付けて行うものとする。 

2 条例第 12 条第 1 項の注意札の様式は、様式第２号のとおりとする。 

3 条例第 18条第 1項の警告は、指定自転車駐車場においては警告札(様式第３号)を、指

定自転車駐車場以外の自転車駐車場においては注意札(様式第４号)を自転車等に取

り付けて行うものとする。 

 

（自転車等の移動等） 

第 4 条 放置されている自転車等を移動し、保管する場合において自転車等が防護柵等の

工作物に鎖等により施錠されて移動できないときは、鎖等を切断し当該自転車等を移動す

るものとする。 

２ 条例第 13条第 1項(条例第 18条第 3項において準用する場合を含む。)の告知板の様

式は、様式第５号のとおりとする。 

 

 

http://www.city.chiba.jp/soumu/reiki_int/honbun/g0020346001.html#top
http://www.city.chiba.jp/soumu/reiki_int/honbun/g0020346001.html#top
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(保管場所等) 

第 5 条 条例第１１条第 2項、第 12 条第 2 項及び第 18 条第 2 項の保管場所は、別表のと

おりとする。 

２ 自転車政策課長は、自転車等を移動し、保管した時は、自転車等保管台帳に記載された

整理番号に基づき整理札を当該自転車等に取り付け、適正に管理するものとする。 

 

(利用者等の照会) 

第 6 条 規則第 7条第 1項第 2号及び第 3号の照会は、千葉県警察本部千葉市警察部総

務課長に対し、利用者不明自転車一覧(様式第６号）を提出して行うものとする。 

 

(自転車等の返還) 

第 7 条 移動及び保管した自転車等を利用者等に返還するときは、自転車政策課長は、自

転車等の返還を受けようとする者が当該自転車等の利用者等であることを確認したうえ、

移動及び保管に要した費用を徴収し、保管場所において当該自転車等を返還するもの

とする。 

２ 自転車政策課長は、前項の費用を徴収したときは、領収書を交付するものとする。 

 

（盗難車両の扱い） 

第８条 利用者等の照会の結果、盗難の被害届が提出されていることが確認できた場

合は、管轄する警察署長に対して、速やかに当該車両を引き渡すものとする。ただし、

当該車両の被害届が保管場へ移動した日より前に受理されている場合であって、かつ、

当該車両が保管場で保管されており、所有者が当該車両の引取りに保管場へ来場した

場合は、警察官立会のもと条例第 14条第 2項により移動及び保管に要した費用の徴収

を免除のうえ、所有者へ返還できるものとする。 

 

(休業日及び返還時間)  

第 9 条 保管した自転車等の返還業務を行わない日(以下｢休業日｣という。)は、次のとおりと

する。 

（１）月曜日 

（２）国民の祝日に関する法律に規定する休日 

（３）年末年始(12月 29日から翌年の 1月 3日までの日) 

２ 保管した自転車等の返還業務を行う時間(以下｢返還時間｣という。)は、次のとおりとする。 

(1)火曜日から土曜日まで 午前 10時から午後 6時まで 

(2)日曜日 午前 9時から正午まで 

3 建設局道路部長は、特に必要があると認めるときは、休業日及び返還時間を変更すること

ができる。 
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附 則 

この条例は、平成 4年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 4年１１月１７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 8年 7月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 8年 10月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 11年 10月 5日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 16年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 17年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 19年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 20年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 30年 4月 1日から施行する。 



4 

別 表 

 

名称 位置 

末広保管場 千葉市中央区末広 3 丁目 23 番 

都賀保管場 千葉市若葉区都賀 2 丁目 1 番地 

浜田保管場 千葉市美浜区浜田 2 丁目 126 番地 

誉田保管場 千葉市緑区誉田町 2 丁目地先 

西千葉保管場 千葉市中央区春日１丁目 20 番地 

幕張保管場 千葉市花見川区幕張町 5丁目 193-1番地 
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様式第１号  警告札 

 

         (表)  (裏) 

 

警  告 
 

ここは自転車等放置禁止区域です。 

速やかに移動してください。 

 

放置されている自転車等は、千葉市

自転車等の放置防止に関する条例に基

づき、保管場所に移動し、保管します。 

なお、自転車等を移動し、保管した

ときは、移動及び保管に要した費用と

して 

自転車      ２、０００円 

原動機付自転車  ３、０００円 

を徴収します。 

 

自転車等が防護柵等の工作物に鎖等で施錠

され移動できないときは、鎖等を切断しま

す。（賠償はいたしません。） 

 

年   月   日 

千 葉 市 

 

 

 

  千葉市自転車政策課 

  ＴＥＬ 

  

 

 

 

 

 

放置禁止区域 

標識マーク 

 

 

 

 

 

 

・ 自転車駐車場をご利用くださ

い。なお、自転車駐車場の利

用については、最寄りの区役

所へお問い合わせください。 

 

中 央 区 ☎ 

花見川区 ☎ 

稲 毛 区 ☎ 

若 葉 区 ☎ 

緑  区 ☎ 

美 浜 区 ☎ 
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様式弟２号  注意札 

 

         (表)  (裏) 

 

注  意 
 

通行の支障となるので、 

速やかに移動してください。 

 

このまま自転車等が継続して放置さ

れている場合は、千葉市自転車等の放

置防止に関する条例に基づき、保管場

所に移動し、保管します。 

なお、自転車等を移動し、保管した

ときは、移動及び保管に要した費用と

して 

自転車       ２，０００円 

原動機付自転車   ３，０００円 

を徴収します。 

 

自転車等が防護柵等の工作物に鎖等で施錠

され移動できないときは、鎖等を切断しま

す。（賠償いたしません。） 

年   月   日 

千 葉 市 

 

 

 

□中央・美浜土木事務所 ☎ 

□花見川・稲毛土木事務所 ☎ 

□若葉土木事務所 ☎ 

□緑土木事務所 ☎ 

□自転車政策課 ☎ 

 

  

 

 

 

 

 

 

   裏面なし 
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様式第３号  警告札 

 

         (表)  (裏) 

 

警  告 
 

ここは指定自転車駐車場 

(有料)です。 

速やかに移動してください。 

 

利用承認を受けていない者または利

用票の有効期間が過ぎている者の自転

車等は、千葉市自転車等の放置防止に

関する条例に基づき、保管場所に移動

し、保管します。 

なお、自転車等を移動し、保管した

ときは、移動及び保管に要した費用と

して 

自転車      ２，０００円 

原動機付自転車等 ３，０００円 

を徴収します。 

 

年   月   日 

千 葉 市 

 

お問い合わせは、最寄駅の下記管理

棟にお願いいたします。 

□○○駅第〇 ☎ 

□○○駅第〇 ☎ 

□○○駅第〇 ☎ 

□○○駅第〇 ☎ 

□○○駅第〇 ☎ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 自転車駐車場の適正な利用を

お願いします。 

なお、自転車駐車場の利用に

ついては、最寄りの区役所へ

お問い合わせください。 

 

中 央 区 ☎ 

花見川区 ☎ 

稲 毛 区 ☎ 

若 葉 区 ☎ 

緑  区 ☎ 

美 浜 区 ☎ 
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様式第４号  注意札 

 

             (表)                  (裏) 

５ ４ ３ ２ １ 月 日   

そ
の
他
（ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

） 

  

利
用
票
（
登
録
シ
ー
ル
）
が
破
損
等
で
確
認
で
き
な
い
状
態
で
す
。
利
用
証
を
ご
用
意
の
上
、
自
転
車
駐
車
場
管
理
棟
で
近

日
中
に
再
発
行
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。 

置
き
場
（
階
）
が
違
い
ま
す
。
登
録
さ
れ
た
置
き
場
（
階
）
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

定
期
利
用
又
は
一
時
利
用
券
（
回
数
券
）
の
期
限
が
切
れ
て
い
ま
す
。
登
録
手
続
き
を
し
た
上
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

ま
た
、
登
録
及
び
一
時
利
用
さ
れ
る
方
は
、
自
転
車
駐
車
場
管
理
棟
で
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。 

こ
の
自
転
車
駐
車
場
は
有
料
で
す
。
登
録
手
続
き
を
し
た
上
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
登
録
及
び
一
時
利
用
さ
れ
る
方

は
、
自
転
車
駐
車
場
管
理
棟
で
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。 

左
記
の
理
由
に
よ
り
、
自
転
車
駐
車
場
の
適
正
な
利
用
に
支
障
が
生
じ
て
い
ま
す
の
で
、
自
転
車
等
を
速
や
か
に
引
き
取
る

よ
う
警
告
い
た
し
ま
す
。
な
お
、
当
該
行
為
が
改
善
さ
れ
な
い
場
合
や
繰
り
返
し
行
わ
れ
る
場
合
は
、
保
管
場
所
に
移
動
し

保
管
い
た
し
ま
す
。（
移
動
保
管
手
数
料
を
別
途
徴
収
し
ま
す
） 

 
 
 
 
 
 

自
転
車
駐
車
場
管
理
棟
・
千
葉
市 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

裏面なし 

 本車両は、車体番号等を記録しています。次回以

降改善されない場合は、即日移動保管の対象とな

ります。 
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様式第５号 

 

お知らせ 

 

自転車等は、    年    月    日 

に下記の保管場所に移動して保管しています。 

記 

1 保管場所 

  〇〇〇保管場 

  ☎   （    ） 

 

2 返還方法 

(1) 返還日時 

 火曜日～土曜日     午前１０時～午後６時 

日曜日         午前 ９時～正午 

【※月曜日、祝日、年末年始（12月 29日～1月 3日）は 

             返還業務を行っておりません。】 

 

(2) 返還に必要なもの 

① 引取人の住所及び氏名が確認できるもの(免許書、身分証明書等) 

② 自転車等の鍵 

③ 移動及び保管に要した費用 

  (自転車：２，０００円、  原動機付自転車：３，０００円)  

 

3 保管期間    移動した日から１か月間  

千 葉 市 

                【この告示板は  月  日まで掲示します。】 

 

 

案 内 図 
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様式第６号 

＜所有者不明自転車一覧＞ 

○○ 

Ｎｏ 保管場 整理番号 車体番号 防犯登録

番号 

Ｎｏ 保管場 整理番号 車体番号 防犯登録

番号 

1     19     

2     20     

3     21     

4     22     

5     23     

6     24     

7     25     

8     26     

9     27     

10     28     

11     29     

12     30     

13     31     

14     32     

15     33     

16     34     

17     35     

18     36     

 


